
てつどうとし

(6) 鉄道統計の公表責任者 (7) 本社関係の統計の調製 (8) 

鉄道管ßI!局その他の統計の調製 (9) 統計の作成および繍集

(10) 統計資料報告主任者。

3 鉄道統計の編集公表および総合調整の後関

鉄道統計の編集 ・ 公表および総合調整の軽量闘はともに，本社

においては経理局長 (~Jj:務施行認は経理局審査統計課)，地方組

織におL、ては， 支社長または鉄道管理局長 (司干務施行課は支社

若手査統計室統計課， 1百]分室審査統計謀。鉄道管理局にあ っ ては，

経型部会計総もしくは総務部会計課)が行い， 公表の責任者も

同じである。鉄道統計の解釈に，広義と狭義の 2 つの意味があ

るが，鉄道統計の編集および公表は， 基本的統計を指す狭義の

鉄道統計の怠味である。総合調墜については， 鉄道統計の体系

整備にあるので，広義の鉄道全般の統計を指す意味である本鉄

道統計。 したがって統計報告類の登録制は， 国鉄の管理部門が

現場から統計報告類の拠出を求めるときは，必ず登録をして報

告頬の徴集を行う定めになっている。すなわち登録制は，統計

報告類の重復または類似の報告類の徴集発生を事前に防ぎ， 経

費の節約と現場の負担を軽減 し事務能率増進をはかるため設け

た規定である。

4 統計調製の義務と編集jtlj 日の責任

統計資料の調製については，本社および地方関係の各局課が

主管事項について， 鉄道統計月 ・ 年報， 鉄道~覧に掲載する統

計表を調製 し， 本社関係は経理局長に，地方関係は鉄道管廻局

長に， おのおのその資料の提出期 日 を義務づけている。さらに

編集の軽量関自体が作成する統計表の係数関係，および提出され

た統計資料の編集完了jt!J日についても明示している。

なお各系統制i門の統計資料報告主任者を定めて，提出 した統

計資料の内容および報告の責任を明確にしている。統計表中の

総合統計科目は， 鉄道統計月 ・ 年報および鉄道援覧の編集項目

内容で，鉄道統計年報は編別に分冊され，鉄道統計月報および

鉄道援覧はそれぞれ一括して印刷される。

5 鉄道統計年報の変遜

鉄道統計年報の歴史をたどってみると ， 国鉄!賄業当時の旅客 ・

貨物の輸送数量，運賃収入，蛍業キロ等の基本的な数字は残さ

れてはいるが，これは統計とい うより単なる記録に過宮ない。

完全な統計表が作られる ようになったのは明治 40 年で，その後

現在に至るまで， 年度ごとに調製されており ， I時代の変造とと

もに， その編さん内容， 名称も改め られた(別表)。

なお統計資料については，前述の鉄道統計年報のほか， 月報，

鉄道要覧， 国有鉄道概況(速報)および本社内各局ならびに地方

欽道管理局で発行している定期 ・ 臨時の統計関係刊行物等を年

度別に整理し，経理局審査統計課の閲覧所に集中して各方聞の

利用閲覧に供するとともに，これを紹介する統計余(い)報の発

fr も fr ってい る。(浅井意)

てつどうとしょしつ 鉄道図書室 明治 28 年頃専ら職員の

閲覧に供するため， 当時の逓信省鉄道局に創設されたもので， 初

めは鉄道にl刻する図訟のみ収集したが，漸次広く一般図曹をも

備付けるとともに設備の改善をはかっ た。現在は，東京都千代

田区国鉄本社内にある。蔵省は和m 25，724 1冊， 洋書 11，282 冊，

合計 37，006 冊。常時(日日程 ・休祭 日 を除く)開室し，職員および

一般の閲覧に供している。(川村徳治)

てつどうにかんするじてん 鉄道に関する辞典 迩輪交通

に関する専門辞典として古 くは大阪鉄道局編 L鉄道府語辞典1

と， 鉄道 80 周年記念に出版された運輸調査局編 L7 箇国語対訳

鉄道辞典1 がそのおもなものである。

鉄道周梧辞典(昭和 10 年刊， 46 倍判 824 ベージ)は， 大阪鉄

道局で企画編集され 1 年 10 箇月をかけて完成，一般社会人に正

確な鉄道知識を伝え，職員に対しては突務の資料 ・鉄道常識の

かん援を目的とし，国鉄を中心に鉄道用語として日常使用する

語い約 7，000 を選定し，これをアイ ウ エオ}I煩に配列， その定義

を示すとともに簡単な解説を試み， ほかに写真 600， 図面 400

を収載，理解を助けてある。 刊行以来，鉄道部内に限らず各方

凶lにわたり予知j以上の好調tを博 し， 当時としてわが国における

!唯一の鉄道辞典と して活用された。

この辞典も年月の経巡とともにさらに改訂を加える必要が生

じ ， 昭和 17 年国鉄において新たに L鉄道大辞典1 の編集を企画，

突現に努めたが，戦争激化のため中止，戦後科学技術の立後れ，

急速に鳩えた米語の必要に迫られ L大辞典1 にかわって，外国

語の対釈を主とする鉄道辞典を刊行することになった。財団法

人運輸調査局が国鉄部内の協力を得て完成した， 日英米独仏露

華対PR鉄道辞典(昭和 27 年日本国有鉄道干ij ， A 5 判 870 ベージ)

がこれである。鉄道に|錯する事務系技術系の用語をとり，その

範聞も広 〈鉄道用語に限らず， 鉄道事業に関係の深い交通運

輸 ・ 道路 ・ 自動車 ・海運用語などの語い も集め，これに大戦後の

新語を1mえた総数 8，619，これに国鉄および運輸調査局の専門家

が邦文による解説を付 し英米Í!h仏露撃 6 笛国の対訳をつけたも

の。 2 部にわかれ， 第 1 部は日本語を主体とし，これに 6 箇国の

対訳を付し簡単な解説を付しである。 第 2 部は英米主k仏の 4 箇

国語を主休と し， これに 日本語を付してある。 外国語いは， 第

1 部で約 43，000 II苦， 第 2 部で約 26，000 語に達している。

本書は， ~置を独逸のシュローマンの辞典にとり，関係項目を

含めて広範にわたる諸知識があまね く 収録されており ， 鉄道科

学に欠くこと のできない使利な辞典とな っ ている(JII村徳治)

てつどうのかんとく 鉄道の監督 鉄道はわが国の基幹産業

として政治 ・ 経済・社会 ・ 文化のあ らゆる函にわたってきわめ

て重要な役割を来た し， その事業の特性と して高度の公共性を

有 している。そこで国は，鉄道の健全な発達をはかり，鉄道を

して本来の繊能を十分に発揮して公共の福祉の楠進に寄与させ

るため，これを監督している。

わが国の鉄道はそれぞれ準拠法規にもとづいて，日本国有鉄

道 ・ 地方鉄道(鋼索鉄道・懸垂鉄道を含む)，軌道(無軌条電車

を含む) ・ 索道事業に分けられ，またべつに私人の専用に供さ

れるものとして専用鉄道 ・ 専用索道 ・ 専用軌道が挙げられる。

これらのうち国鉄以外の鉄道事業を民営鉄道と総称する。 政府

は明治初年の鉄道創業以来，自ら鉄道を建設し経営すると同時

に民営鉄道の育成政督に当ってきたが，昭和 24 ・ 6 日本国有鉄道

法の施行に より， 国有鉄道の経営は公共企業体たる日本固有鉄

道に移された。そして日本国有鉄道は運輸大臣の監督を受ける

こととなった。

国有鉄道を官庁組織からはず し， 公共企業体としたのは企業

の能率的運営が大きなねらいであって， そのためには政府の監

督をできるだけ少な く し，経営上の自主性をもたせる必要があ

る他聞， 図鉄は政府が全額出資していて国家財政と密接な関係

があり ，また国内輸送の根幹をな し， 公共性がきまづめて強 < , 

その経営の良否は国民生活に重大な影響をお よぼすので， 国の

;;np"、監督が要請される。 この 2 つの要請をいかに調整するかが

問題の存するところである。

l 国有鉄道に対する監督

日本国有鉄道法の規定するとこ ろにより，運輸大臣が主管し

ているが，その監督権限のおもなものを挙げてみると

(1) つぎに掲げる事項については，運輸大臣の許可または認

可を受けなければならない(同法第 53 条)。
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